
金
四
開
古
践
志
血
管
十
一

徳
院
和
倫
回
く
、
夫
人
蹄
岱
後
五
十
回
忌
に
賞
り
、
野
端
山
へ
縛
墓

あ
り
。
共
の
遺
跡
は
今
天
徳
院
閉
山
和
備
の
墓
地
に
て
、
六
地
蔵
あ

る
底
と
体
言
す
と
去
ふ
。
平
次
按
・
守
る
に
、
=
一
指
一
紀
に
、
御
遺
骸
を

納
め
奉
り
、
八
月
八
日
三
十
五
日
に
営
り
、
此
の
日
を
御
葬
送
と
相

究
め
さ
せ
給
ひ
、
小
立
野
今
の
御
墓
所
に
三
間
四
方
に
九
品
運
慈
の

火
屋
を
建
て
、
此
の
地
に
て
火
葬
に
な
し
奉
れ
る
よ
し
記
載
す
。
今

の
御
墓
所
と
は
卸
ち
小
立
野
上
野
の
地
を
い
へ
り
。
本
藩
時
穏
に
、

元
和
八
年
七
月
三
日
逝
去
。
務
V
-
子
小
立
野
上
野
一
寛
文
十
年
に
至
り

共
の
年
暦
四
十
九
年
・
な
り
。
思
ふ
に
翌
十
一
年
七
月
五
十
回
忌
の
忌

辰
に
相
賞
す
る
に
よ
り
、
共
の
前
年
に
石
川
郡
野
岡
山
の
廟
所
へ
改

葬
し
給
ひ
た
る
も
の
た
り
。
故
に
三
州
志
に
も
‘
五
十
回
忌
に
蛍
り

野
端
山
へ
締
基
と
記
載
す
。
野
端
山
は
今
云
ふ
野
悶
山
を
い
へ
り
。

O
勢
之
助
君
聾
居
跡

本
務
時
穏
に
-X
ふ
。
畿
圏
公
之
三
男
勢
之
助
利
和
君

d

享
保
二
十
年

九
月
十
七
日
生
昌
子
江
戸
一
生
母
江
戸
芝
紳
明
紳
職
鏑
木
内
膳
政
幸

女
，
後
綿
a
民
如
院
吋
寛
延
二
年
四
月
至
昌
子
金
樺
吋
在
v
故
艶
昌
居
予
小
立

野
上
野
↓
ー
寅
暦
九
年
三
月
廿
三
日
卒
e

年
廿
五
e

葬
昌
子
夫
徳
院
境
内
吋

年
譜
に
‘
寛
延
二
年
四
月
十
三
日
勢
之
助
殿
金
滞
へ
御
着
、
上
野
村

事
震
郎
市
経

R
h
E
r
r
-
-
L

-
長
瀬
五
郎
右
衛
門
を
以
、
民
如
院
殿
手
前
御
吟
味
之
趣
有
v
之
o
金
谷

之
内
叡
固
に
入
れ
、
勤
番
定
番
御
徒
守
之
。
召
仕
之
女
共
は
、
於
=
公
事

場
-
吟
味
也
。
大
脇
公
御
念
死
之
趣
に
付
、
張
本
人
之
故
と
ぞ
。
肉
類

女
中
於
=
江
戸
-
吟
味
.
白
欣
之
上
金
津
h
来
る
。
貸
屋
に
禁
鋼
、
遺
而

縞
に
殺
害
被
v

命
。
民
如
院
は
後
今
井
屋
敷
に
禁
銅
辞
命
、
究
延
二
年

一
一
月
幽
死
。
予
v
時
四
十
三
歳
。
小
立
野
経
王
寺
境
内
に
還
り
担
む
と

あ
り
て
、
子
v
今
経
王
寺
境
内
卵
塔
場
に
墳
墓
有
v
之
。
俗
停
に
、
此
の

基
地
に
て
蛇
賢
に
な
し
、
生
き
な
が
ら
埋
め
た
る
基
た
り
。
故
に
今
以

て
蛇
の
穴
多
〈
有
v
之
怠

E
一
宮
ひ
僻
へ
た
れ
ど
、
妄
誕
な
る
べ
し
。
越

路
鏡
た
ど
い
へ
る
大
槻
が
事
を
記
載
せ
し
冊
子
共
に
、
大
槻
内
磁
允

出
頭
た
り
し
比
、
吉
徳
卿
の
織
委
治
て
い
の
方
と
密
通
し
け
る
に
、

勢
之
助
君
出
生
あ
り
し
か
ぽ
、
此
の
君
を
主
君
に
せ
ん
と
‘
吉
徳
卿

菟
逝
後
、
世
子
宗
炭
君
家
督
し
給
ふ
慮
、
江
戸
邸
に
於
て
民
如
院
と

諜
り
毒
佐
官
す
。
故
に
御
舎
弟
軍
源
君
家
督
し
給
ひ
け
る
に
‘
此
の
君

を
も
ま
た
毒
害
せ
ん
と
謀
り
け
る
庭
、
共
の
事
露
頴
し
‘
毘
如
院
及

び
勢
之
助
殿
を
ぽ
禁
獄
せ
ら
れ
た
り
。
右
大
槻
内
磁
允
と
民
如
院
と

の
隠
謀
悉
く
露
瀬
し
け
る
は
、
老
女
湾
尾
が
白
紙
記
依
り
て
た
り
。

禽
尾
は
既
に
霊
澱
君
を
再
び
寄
せ
ん
と
、
民
如
院
の
密
皆
を
以
て
そ

金
滞
古
蹟
志
血
管
・
十

O 

領
横
山
大
和
守
下
屋
敷
之
続
き
に
、
是
よ
り
前
離
邸
を
被
=
建
置
一
一
御

鑑
賞
日
直
に
海
野
川
橋
よ
り
小
鳥
屋
町
・
材
木
町
・
馬
坂
よ
り
奥
カ
町

通
り
、
禁
銅
の
離
邸
へ
御
入
被
'
成
‘
御
抱
守
並
に
組
外
番
頭
等
御
用

を輪開
4
y
o

禁
銅
門
之
縮
方
は
徒
横
目
勤
番
す
。
門
内
へ
は
従
者
等
不
v

入
、
取
次
出
向
諸
事
取
捌
。
と
あ
り
。
越
路
鋭
と
い
へ
る
冊
子
に
云

ふ
。
小
立
野
石
引
町
の
末
天
徳
院
の
境
外
に
座
舗
を
建
て
、
塀
を
二

重
に
築
き
て
、
酸
し
く
番
を
付
け
ら
れ
け
る
。
又
年
穏
に
は
、
貧
暦

九
年
三
月
廿
三
日
辰
刻
勢
之
助
殿
死
去
也
。
寛
延
二
年
四
月
江
戸
よ

り
被
・
師
、
小
立
野
上
野
に
逼
塞
幽
問
、
今
年
迄
十
一
年
也
。
廿
九
日

葬
港
‘
天
徳
院
境
内
に
納
む
。
と
あ
り
。
共
の
奮
地
は
天
徳
院
の
後
ロ

地
.
恩
人
新
屋
敷
共
、
或
は
ひ
ち
じ
ぽ
り
と
も
宇
し
ブ
今
悉
〈
畑
と

成
り
た
り
と
云
ふ
。

。
箆
如
院
侮
跨

勢
之
助
君
の
生
母
た
り
。
議
徳
公
年
譜
に
云
ふ
。
延
享
四
年
十
二
月

3耐
W
V

十
八
日
大
槻
内
臓
允
知
行
被
且
召
放
二
腐
屋
敷
取
揚
に
成
り
‘
内
瀬
内

灘
助
宅
に
禁
鋼
、
迫
而
五
ク
山
流
刑
之
旨
申
渡
す
。
翌
寛
延
元
年
七
月

十
-
白
人
十
五
郎
殿
江
戸
よ
り
金
津
へ
御
蹄
着
‘
民
如
院
殿
同
道
、

金
谷
御
殿
h
直
陀
被
v
震
v
入
。
同
月
十
六
日
於
=
金
谷
-
御
留
守
属
物
頭

‘ 令、

の
事
を
謀
り
け
る
ゆ
ゑ
、
殊
更
軍
罪
の
者
也
。
蛇
資
と
-E
ふ
刑
に
行
は

れ
け
る
筈
に
定
り
け
り
。
是
い
に
し
へ
も
か
L
る
事
の
有
り
し
時
、

此
の
刑
に
行
は
れ
た
り
。
故
に
今
度
も
先
例
に
任
せ
ら
る
べ
き
底
、

演
尾
は
禁
銅
の
内
に
て
舌
を
喰
ひ
切
り
牢
死
す
と
も
、
断
食
し
て
死

す
と
も
い
へ
り
。
或
は
-X
ふ
、
蛇
貨
の
先
例
を
い
へ
る
は
、
利
常
卿

の
小
君
夫
徳
夫
人
の
御
局
た
る
婦
人
‘
容
儀
宜
数
、
利
常
卿
綿
花
召

仕
は
れ
け
る
に
、
右
婦
人
寵
宰
に
往
く
f
t
I
預
か
ら
ん
と
、
夫
徳
夫

人
へ
毒
を
指
上
げ
、
夫
れ
が
矯
に
途
に
元
和
八
年
七
月
逝
去
し
給
へ

り
。
利
常
卿
甚
だ
怒
り
給
ひ
、
江
戸
へ
伺
ひ
給
ふ
に
、
如
何
様
共
底

分
勝
手
次
第
と
の
事
に
て
、
翠
九
年
の
夏
津
田
三
左
衛
門
と
云
ふ
小

勝
組
陀
被
昌
仰
付
一
御
局
を
蛇
貸
に
被
a
仰
付
-
御
成
政
也
。
と
関
屋
政
春

古
兵
談
に
見
h
、
一
{
民
家
見
聞
集
に
は
、
丸
年
八
月
下
旬
蛇
貸
の
罪
科

に
被
v
行
と
あ
り
。
共
の

E
細
は
新
堂
形
の
僚
に
載
せ
た
り
。
然
る
を

今
世
人
民
如
院
を
蛇
貨
に
行
は
れ
た
り
と
い
へ
る
は
1

彼
の
天
徳
夫

人
の
局
の
話
よ
り
移
り
た
る
也
と
云
ふ
。

O
貝

焼

場

元
総
丸
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
付
に
、
石
引
町
後
町
・
同
末
貝
焼
場

と
あ
り
。
此
の
地
名
後
絶
え
た
り
け
ん
、
群
が
た
ら
宇
。
或
は
云
ふ
。

..... 
"、




